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新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針の変更について 

 

当協会の事業運営につきましては、日ごろからご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、標記のことについて、（公社）神奈川県食品衛生協会を通じて神奈川県知事から次

のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。 

つきましては、貴組合員並びに従業員への周知方よろしくお願いいたします。 

 

 

 

通知の概要 

〇 国が 11 月 25 日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を変更し

て、レベル分類や新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」について見直しを行

ったことを受け、県は、国の方針に基づく新たな感染レベル分類を定め、「新型コロ

ナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針」を見直した。 

〇 新たなレベル分類は、感染レベルを 4 分類とし、病床利用率等の数値で単純に判

断するのではなく、新規感染者の状況、外来や入院などの医療への負加状況、社会

経済活動の状況などから、感染状況がどのレベルに当たるか県が総合的に判断する。 

〇 国が新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」を機能停止することから、「LINE 

コロナお知らせシステム」を令和 4年 12月 12日に運用を停止する。 


